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事 業 報 告 

(平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで)

 
Ⅰ. 企業集団の現況に関する事項 

 (1) 事業の経過およびその成果 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格
の高騰や米国景気の減速懸念等先行き不透明となる要
因はあったものの、企業収益の改善や設備投資の拡大
等景気は回復基調で推移いたしました。しかしながら、
雇用情勢は改善を見せるも個人所得の伸びは限定的で、
個人消費においては横這いの状態で推移いたしました。 

平成18年度の国内新車マーケットにおきましては、
個人消費の伸び悩みや自動車に対する嗜好の変化等に
より、軽自動車は過去最高を記録したものの、登録車
は、29年ぶりに低い水準となりました。また、外国メ
ーカー車の輸入新車登録台数も前年割れとなり、新車
市場全体は依然として不振が続いております。一方、
中古車登録台数も前年割れとなり、中古車マーケット
の市場環境も厳しい状況となっております。 

このような状況下、当社グループの経営成績は以下
のとおりとなりました。 

売上高は、前期比502百万円増加の48,257百万円 
(1.1％増）の過去最高となりました。 

カテゴリー別では、メルセデス・ベンツ車、ＢＭＷ
車の２大プレミアム・ブランド車を主体とする輸入車
が順調に推移いたしました。輸入新車は14,174百万円 
(前期比711百万円増、5.3％増)、輸入中古車は10,078
百万円（同308百万円増、3.2％増）となり、輸入車全
体では24,252百万円（同1,019百万円増、4.4％増）と
順調な結果となりました。一方、国産中古車につきま
しては、12,642百万円（同382百万円減、2.8％減)、
国産新車を含めた国産車全体では15,569百万円（同
514百万円減、3.2％減）となりました。登録手数料収
入等の手数料収入は、2,637百万円（同100百万円減、
3.7％減）となりました。また、アフターセールス部
門におきましては、5,124百万円（同193百万円増、
3.9％増）と堅調な結果となりました。 

売上原価は、579百万円増加の39,290百万円（1.5％
増）となり、売上原価率は、輸入新車販売の構成が増
加する事業ポートフォリオの変化により0.3％上昇し
て81.4％となりました。 

販売費及び一般管理費は、コストコントロールに努
め、81百万円増加の6,764百万円（1.2％増）となり、
経費率は前期比横這いの14.0％となりました。 
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この結果、営業利益につきましては、158百万円減
少の2,202百万円（6.7％減）となり、また、営業利益
率は、前期比0.3％減の4.6％となりました。 

営業外損益は、純収益が119百万円となり、経常利
益は、115百万円減少の2,322百万円（4.7％減）とな
りました。 

特別損益は、適格退職年金制度を確定拠出年金制度
へ移行したことにともなう利益計上があり、120百万
円の純収益となり、税金等調整前当期純利益は、89百
万円減少の2,442百万円（3.5％減）となりました。 

当期純利益は、76百万円減少の1,418百万円（5.1％
減）となりました。 

 
 (2) 販売の状況 

（単位：千円) 
 

第  34  期 

(平成18年３月期) 

第  35  期 

(平成19年３月期) 

期 別 

 

商品別 台 数 売 上 高 構成比 台 数 売 上 高 構成比

売上高

増減率

新 車 4,033台 16,522,114 34.6％ 4,147台 17,101,517 35.4％ 3.5％

中 古 車 21,094台 22,794,636 47.7％ 20,684台 22,720,466 47.1％ △0.3％

四 

輪 

車 

小 計 25,127台 39,316,750 82.3％ 24,831台 39,821,983 82.5％ 1.3％

新 車 778台 537,765 1.1％ 768台 488,039 1.0％ △9.2％

中 古 車 694台 231,179 0.5％ 666台 185,882 0.4％ △19.6％

二 

輪 

車 

小 計 1,472台 768,945 1.6％ 1,434台 673,922 1.4％ △12.4％

修理売上高 ― 4,931,557 10.3％ ― 5,124,738 10.6％ 3.9％

手数料収入 ― 2,737,542 5.8％ ― 2,637,108 5.5％ △3.7％

合   計 ― 47,754,795 100.0％ ― 48,257,753 100.0％ 1.1％

 
 
 (3) 会社の対処すべき課題 

国内の自動車マーケットは、若年齢層の減少および
自動車に対する嗜好の変化による自動車保有期間の長
期化等の影響により、新車・中古車ともに全体の販売
台数が漸減しております。そして、縮小するマーケッ
トの中でも、堅調な高級車市場および軽自動車構成比
の急増に見られるように、自動車マーケットの構成も
大きく変化しております。 

また、国土計画により中古車販売店としては日本最
大級の集客力を持つ当社グループの旗艦店であるケー
ユー本店周辺部の道路拡幅工事が実施されています。
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この影響によりケーユー本店周辺部の交通状況が変化
し、ケーユー本社の集客力に影響を与える懸念があり
ます。 

当社グループは、これらの当社が対処すべき課題を
克服すべく、平成18年５月に策定した中期経営計画に
基づき、以下のとおり具体的な取組を展開しています。 

 
① 現在の強みを活かした成長 
 （プレミアム・ブランド事業） 

当社グループは、メルセデス・ベンツおよびＢＭ
Ｗの高級車市場での勝ち組ブランドに特化した積極
的な投資を行うことで、一層の成長を目指してまい
ります。 

メルセデス・ベンツ事業およびＢＭＷ事業におい
ては、既存店舗を大型化し店舗の集客力を高める投
資を順次行ってまいります。この投資による店舗競
争力の向上を通じてメルセデス・ベンツ事業および
ＢＭＷ事業の収益力を大きく高めてまいります。既
に、平成18年度のメルセデス・ベンツ多摩の改装に
加えて、平成19年4月には日本最大級のメルセデ
ス・ベンツショールームを擁するメルセデンス・ベ
ンツ東名横浜を移転新築いたしました。 

 
 （プレミアム・ブランドと中古車事業の相乗効果） 

当社グループは、メルセデス・ベンツ事業におい
て成功した「中古車事業のノウハウをブランドビジ
ネスに移植することによりブランド事業の収益性を
向上させる」戦略を、新規に参入したＢＭＷ事業に
順次移植することで当社グループのプレミアム・ブ
ランドと中古車事業の相乗効果を一層高めてまいり
ます。 

また、同時にメルセデス・ベンツ事業に加え、Ｂ
ＭＷ事業の経営品質を中古車事業に注入することで、
中古車事業の一層の収益性の向上に努めてまいりま
す。 

 
 （旗艦店の強化を通じた成長） 

当社グループは、平成19年度よりケーユー本店の
本格的なリニューアルに取り掛かります。このリニ
ューアルにより、中古車売り場面積が拡大され、か
つ、老朽化した店舗が新しく魅力度を高めた店舗に
生まれ変わります。約３年間の工事期間中は事業に
影響が生じる恐れもありますが、リニューアル工事
完了後はより一層強固な収益力を持つ店舗とすべく、
当社の持つノウハウを結集してリニューアル工事を
行います。 
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② 新規出店による成長 
当社グループは、長年培ってきた強固な中古車事

業ビジネスモデルにより中古車事業で十分な投資リ
ターンが得られるキャッシュ・フローを生み出す体
制が構築されています。今後は、この強みを活かし
中古車事業を一層成長させるために、市場動向によ
り店舗形態を柔軟に変更するとともに新たな店舗展
開地域を拡大してまいります。 

この取組の一環として平成18年度は買い取り専門
店であった町田店を軽自動車専門店としてリニュー
アルを行いました。また、平成19年３月には当社グ
ループの本拠地から離れた埼玉県に三郷インター店
を開設いたしました。 

 
③ 新規事業と新規市場 

当社グループは､「自動車販売」をコアビジネス
として長年事業を行ってまいりましたが、インター
ネットを通じた自動車販売の芽生え・多様化したフ
ァイナンスプログラムを活用した自動車販売方法の
台頭等、自動車販売を取り巻く環境の変化に柔軟に
対処すべく、コアビジネスとの業務シナジーが得ら
れる成長ポテンシャルの高い事業領域（ノンコアビ
ジネス）へも積極的に進出してまいります。 

また、当社グループは、南関東地区を中心とした
事業エリアで事業を展開してまいりましたが、当社
の中古車事業ノウハウを有効に活用できる新規市場
へ積極的に進出してまいります。 

 
④ 持株会社への移行 

当社グループは、中古車事業を起点にプレミア
ム・ブランド事業へ業容を拡大してまいりましたが、
事業を取り巻く環境の変化に迅速に対応すべく、平
成19年10月に持株会社体制へ移行する予定でありま
す。 

持株会社は､「事業の管理・監督を通じたガバナ
ンス体制の強化」はもとより､「事業会社間のシナ
ジーを最大化」および「成長の加速」をテーマに積
極的な事業展開を推進してまいります。 

 
株主の皆様におかれましては、より一層のご理解

ならびにご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上
げます。 
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 (4) 設備投資等の状況 

当連結会計年度中において実施いたしました設備投

資の総額は1,600百万円であり、主なものは次のとお

りであります。 

メルセデス・ベンツ東名横浜 店舗・機械設備 

842百万円 

 

 (5) 財産および損益の状況の推移 
（単位：千円) 

 
年 度 
 

区 分 

第 32 期

(平成16年３月期)

第 33 期

(平成17年３月期)

第 34 期

(平成18年３月期)

第35期(当期)

(平成19年３月期)

四輪車売上台数 22,021台 22,797台 25,127台 24,831台

二輪車売上台数 1,570台 1,451台 1,472台 1,434台

売 上 高 35,816,523 38,089,400 47,754,795 48,257,753

売 上 総 利 益 6,938,431 7,358,363 9,044,385 8,967,560

営 業 利 益 1,886,490 1,898,322 2,360,932 2,202,798

経 常 利 益 2,042,212 1,991,060 2,437,688 2,322,029

当 期 純 利 益 1,058,324 702,909 1,495,151 1,418,496

１株当たり当期純利益 101円39銭 65円63銭 138円94銭 78円51銭

総 資 産 26,866,163 30,780,005 28,904,368 28,115,579

純 資 産 21,100,795 23,014,435 19,744,617 20,688,707

１株当たり純資産 2,029円21銭 2,008円19銭 2,224円91銭 1,140円46銭

 
 (注) １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき

算出しております。 
 
 
 (6) 重要な親会社および子会社の状況 

  ① 重要な親会社の状況 

会  社  名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

有限会社ヤマサン 32,151千円 32.8％ 不動産賃貸・管理

    有限会社ヤマサンは、当社代表取締役およびその

近親者が100％出資する個人の資産管理会社で、当

社グループとは事業活動において関連性はありませ

ん。 
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  ② 重要な子会社の状況 
    当社の子会社は下記の３社であり、全て連結子会

社であります。 
 

会  社  名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

東名横浜クライスラー株式会社 30,000千円 100.0％
クライスラー・ジープ・
ダッジ車の販売・修理業

株式会社シュテルン世田谷 355,000千円 100.0％
メルセデス・ベンツ
車 の 販 売 ・ 修 理 業

株式会社モトーレン東名横浜 50,000千円 100.0％
B M W 車 及 び M I N I
車 の 販 売 ・ 修 理 業

 

 (7) 主要な事業内容 

   当社グループは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉
県および栃木県を主要営業地域として、四輪自動車お
よび二輪自動車の販売、修理を主たる事業とし、それ
らに付帯する事業を展開しております。 

 
 (8) 主要な事業所 

① 当社 
 

名        称 所  在  地 

本 社 東 京 都 町 田 市

鶴 川 営 業 所 東 京 都 町 田 市

インポートカーケーユー東名横浜店 東 京 都 町 田 市

町 田 営 業 所 東 京 都 町 田 市

八 王 子 営 業 所 東 京 都 八 王 子 市

東 大 和 営 業 所 東 京 都 東 大 和 市

相 模 原 営 業 所 神 奈 川 県 相 模 原 市

相 模 原 西 営 業 所 神 奈 川 県 相 模 原 市

厚 木 営 業 所 神 奈 川 県 厚 木 市

横 須 賀 営 業 所 神 奈 川 県 横 須 賀 市

秦 野 営 業 所 神 奈 川 県 秦 野 市

戸 塚 営 業 所 横 浜 市 戸 塚 区

千 葉 営 業 所 千 葉 市 中 央 区

ヨーロピアンカーズ・ケーユー柏店 千 葉 県 柏 市

久 喜 白 岡 営 業 所 埼 玉 県 白 岡 町

三 郷 イ ン タ ー 営 業 所 埼 玉 県 三 郷 市

宇 都 宮 イ ン タ ー パ ー ク 店 栃 木 県 宇 都 宮 市

南 大 谷 Ｐ Ｄ Ｉ セ ン タ ー 東 京 都 町 田 市

ライダースショップケーユー相模原店 神 奈 川 県 相 模 原 市

カ ー セ ブ ン 鵜 野 森 店 神 奈 川 県 相 模 原 市

カ ー セ ブ ン 港 南 台 店 横 浜 市 港 南 区

カ ー セ ブ ン 平 塚 店 神 奈 川 県 平 塚 市
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② 子会社 
 

名        称 所  在  地 

クライスラー・ジープ・ダッジ東名横浜 東 京 都 町 田 市

クライスラー・ジープ・ダッジ相模原 神 奈 川 県 相 模 原 市

メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 東 名 横 浜 東 京 都 町 田 市

メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 多 摩 東 京 都 多 摩 市

メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 世 田 谷 南 東 京 都 世 田 谷 区

メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ 世 田 谷 南 
サーティファイドカー・センター 

東 京 都 世 田 谷 区

メ ル セ デ ス ・ ベ ン ツ あ ざ み 野 横 浜 市 青 葉 区

Tomei-Yokohama BMW東名横浜本店 東 京 都 町 田 市

Tomei-Yokohama BMW横浜西口支店 横 浜 市 神 奈 川 区

Tomei-Yokohama BMW横浜磯子支店 横 浜 市 磯 子 区

Tomei-Yokohama BMW港 南 支 店 横 浜 市 港 南 区

Tomei-Yokohama BMWみなとみらいACC 横 浜 市 中 区

Ｍ Ｉ Ｎ Ｉ 相 模 原 神 奈 川 県 相 模 原 市

 
 (9) 従業員の状況 
 

部 門 名 従  業  員  数 

営 業 部 門 296名

仕 入 部 門 25名

サ ー ビ ス 部 門 228名

管 理 部 門 50名

合 計 599名

 

 (10) 主要な借入先の状況 

該当ありません。 

 
Ⅱ. 会社の株式に関する事項 

 (1) 発行済株式の総数 普通株式 18,130,426株

(自己株式4,932,586株を除く)

 

 (2) 株主数 2,210名

 

(3) 発行済株式（自己株式を除く）の総数の10分の１以

上の株式を有する株主 
 

株  主  名 持 株 数 議決権比率 

有 限 会 社 ヤ マ サ ン 5,942,444株 32.8％
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 (4) その他株式に関する重要な事項 

① 取得した株式 

普通株式 288株 

取得価額の総額 263千円

取締役会決議により買い受けた株式 

 該当ありません。 

② 処分した株式 

普通株式 382,000株 

処分価額の総額 187,806千円

新株予約権の行使にともない処分したものであ

ります。 

 
Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項 

 (1) 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況 

第３回新株予約権（平成18年８月７日発行） 

・新株予約権の数             1,900個 

・新株予約権の目的となる株式の種類および数 

普通株式  190,000株（新株予約権１個につき100株) 

・新株予約権の発行価額 

金銭の払込みを要しない（無償） 

・新株予約権の行使価額    １個あたり107,500円 

・新株予約権の行使期間 

平成20年８月１日から平成25年７月31日 

・新株予約権の行使条件 

① 権利行使時においても、当社または当社子会社

の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にあ

ることを要する。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が行使

できるものとする。 

③ 行使請求日の前日終値（取引が成立しない場合

はそれに先立つ直近の取引日の終値）が行使価額

に1.05を乗じた金額に満たない場合は、行使でき

ない。 

④ その他の条件については、取締役会決議に基づ

き、別途当社と新株予約権者との間で締結する 

｢新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

・新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは、当社の承認を要す

るものとする。 

 



〆≠●0 
01_0179301301906.doc 
㈱ケーユー様 事報 2007/06/12 6:13印刷 9/15 
 

― 9 ― 

上記新株予約権の保有状況 
 

 個  数 保有者数 

当 社 取 締 役 650個 4人

当 社 執 行 役 員 ・ 従 業 員 760個 35人

当 社 子 会 社 取 締 役 ・ 従 業 員 490個 31人

 

(2) その他新株予約権に関する重要な記載事項 

第１回新株予約権（平成14年７月１日発行） 

・新株予約権の数              640個 

・新株予約権の目的となる株式の種類および数 

普通株式  128,000株（新株予約権１個につき200株) 

・新株予約権の発行価額           無償 

・新株予約権の行使価額    １個あたり83,400円 

・新株予約権の行使期間 

平成16年７月１日から平成21年６月30日 

・新株予約権の行使条件 

① 権利行使の時に、当社および当社子会社の取締

役、監査役、執行役員、もしくは従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による取締

役、監査役、執行役員の退任者および定年による

従業員の退職者は除く。 

② 新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間の

始期が到来する前に死亡したときは、相続人は新

株予約権を行使することができない。 

・新株予約権の譲渡に関する事項 

  新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を

要するものとする。 

 

第２回新株予約権（平成16年７月１日発行） 

・新株予約権の数             4,510個 

・新株予約権の目的となる株式の種類および数 

普通株式  902,000株（新株予約権１個につき200株) 

・新株予約権の発行価額           無償 

・新株予約権の行使価額    １個あたり136,200円 

・新株予約権の行使期間 

平成16年10月１日から平成21年９月30日 
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・新株予約権の行使条件 

① 権利行使の時においても、当社または当社子会

社の取締役、執行役員の地位にあることを要する。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれ

を行使できるものとする。ただし、③に規定する 

｢新株予約権割当契約」に定める条件による。 

③ その他の条件は、平成16年６月28日定時株主総

会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 

・新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を

要するものとする。 

 

上記新株予約権のうち当社役員の保有状況 
 

 名     称 個  数 保有者数 

第１回新株予約権 160個 １名
取 締 役 

第２回新株予約権 3,100個 ３名

 
Ⅳ. 会社の役員に関する事項 

 (1) 取締役および監査役の氏名等 
(平成19年６月27日現在) 

 
役  職  名 氏       名

担当または他の法人等の
代表状況等 

取締役会長兼社長 
(代 表 取 締 役) 

井 上 恵 博

株式会社シュテルン世田谷
代 表 取 締 役 会 長

 
株式会社モトーレン東名横浜
代 表 取 締 役 社 長

 
東名横浜クライスラー株式会社
代 表 取 締 役 会 長

副社長執行役員 
(代 表 取 締 役) 

井 上 久 尚 営 業 本 部 長

取締役兼副社長執行役員 板 東 徹 行

株式会社シュテルン世田谷
代 表 取 締 役 社 長

 
株式会社モトーレン東名横浜
代 表 取 締 役 社 長

取締役兼専務執行役員 今 関 諭 志 ― 

取締役兼執行役員 井 上  勇 営 業 副 本 部 長

取 締 役 上 西 章 弘 ― 

取 締 役 堀 内 伸 泰 経 営 企 画 室 長

取 締 役 稲 垣 正 義 店 舗 開 発 室 長



〆≠●0 
01_0179301301906.doc 
㈱ケーユー様 事報 2007/06/12 6:13印刷 11/15 
 

― 11 ― 

 

役  職  名 氏       名
担当または他の法人等の

代表状況等 

常 勤 監 査 役 矢 部 廸 男 ― 

監 査 役 細 野 泰 司
細野コンクリート株式会社
代 表 取 締 役 社 長

監 査 役 松  本  洋 四 郎 ― 

監 査 役 細  野    保 ― 
 
(注) 1. 監査役細野泰司氏、松本洋四郎氏および細野 保氏は、

社外監査役であります。 
2. 平成19年６月27日開催の第35期定時株主総会終結のとき

をもって、監査役祇園義久氏は、辞任により退任いたし
ました。 

 

 (2) 取締役および監査役の報酬等の額 
 

 人     数 報 酬 等 の 総 額 

取 締 役 ５名 198,578千円

監 査 役 ４名 4,575千円

合   計 ９名 203,153千円

 
(注) 1. 報酬等の総額には、ストック・オプションとして付与い

たしました新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額
4,008千円を含んでおります。 

2. 上記のうち社外役員（監査役）に対する報酬等の総額は、
３名 1,125千円であります。 

 

 (3) 社外役員に関する事項 
 

 氏    名 主 な 活 動 状 況 

監 査 役 細 野 泰 司

当期開催の取締役会のうち40％に、
監査役会のうち87％に出席し、主に
経営者の見地から議案等につき有用
な指摘を適宜行っております。 

監 査 役 松 本 洋四郎

当期開催の取締役会のうち48％に、
監査役会のうち100％に出席し、自動
車販売会社の元経営者の見地から、
議案等につき有用な指摘を適宜行っ
ております。 

監 査 役 祇 園 義 久

当期開催の取締役会のうち20％に、
監査役会のうち41％に出席し、主に
経営者の見地から議案等につき有用
な指摘を適宜行っております。 
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Ⅴ. 会計監査人の状況 

 (1) 会計監査人の名称 

   あずさ監査法人 

 

 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

 18百万円 

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭そ

の他の財産上の利益の合計額 

 18百万円 

なお、当社と会計監査人との間の監査契約において

は、会社法上の監査に対する報酬等の額と証券取引法

上の監査に対する報酬等の額等区分しておらず、かつ、

実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれ

らの合計額を記載しております。 

 

 (3) 非監査業務の内容 

該当ありません。 

 

 (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

当社取締役会は、会計監査人の在任期間、会計監査

人の職務の執行状況、会社法第340条第１項各号所定

事由への該当性の有無その他の会計監査人の適格性お

よび信頼性の判断の基礎となる事情ならびに他の会計

監査人候補者の状況を総合考慮し、必要があると判断

した場合、監査役会の同意を得て、会計監査人を再任

せず、他の適切な監査法人等を会計監査人として選任

する旨の議案を株主総会にお諮りする方針であります。 

当社監査役会は、会計監査人の在任期間、会計監査

人の職務の執行状況、会社法第340条第１項各号所定

事由への該当性の有無その他の会計監査人の適格性お

よび信頼性の判断の基礎となる事情ならびに他の会計

監査人候補者の状況を総合考慮し、必要があると判断

した場合であって、取締役会の判断と相違する場合､ 

取締役会に対し、会計監査人の解任または不再任およ

び新たな会計監査人の選任を株主総会の会議の目的事

項とすることを請求いたします。特に、会社法第340

条第１項各号所定事由に該当すると認められる場合で

あって、必要と判断するときには、当社監査役会は､ 

会計監査人の解任をすることがあります。 
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Ⅵ. 会社の体制および方針 

 (1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ

とを確保するための体制その他業務の適正を確保す

るための体制 

当社は、平成18年５月11日の取締役会において、取

締役の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制その他業務の適正を確保するため

の体制の整備に関する基本方針について、下記のとお

り決議いたしました。 

 

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定

款に適合することを確保するための体制 

当社は、グループ各社の全ての役職員が守るべき

企業行動規範を定め、法令遵守精神の涵養と企業倫

理の確立を図り、公正で透明な企業風土の構築に努

めてまいります。また、コンプライアンス規程に基

づき、各職制や研修などを通じ指導教育を実施し、

役職員の職務の執行が法令および定款に適合する体

制の整備を行います。 

取締役を委員長とするコンプライアンス・リスク

管理委員会を設置し、グループ各社のコンプライア

ンス問題を一元的に管理するとともに、内部通報制

度を設け、コンプライアンス上の問題に係る情報を

全ての役職員から広く収集いたします。 

内部監査室は、監査役会と連携し、法令などの遵

守状況を定期的に監査を行い、その結果を取締役会

に報告いたします。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制 

当社は、取締役会など重要な会議の審議経過や意

思決定の記録、重要事項に係る稟議書、重要な契約

書など、取締役の職務執行に係る情報につきまして

は、法令および社内規程に基づき保存することとい

たします。 

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、全社的なリスクを把握・評価し適切な対

応を行うために、リスク管理規程に基づきリスク管

理体制の整備を図ります。またリスク管理の実効性

確保のため、コンプライアンス・リスク管理委員会



〆≠●0 
01_0179301301906.doc 
㈱ケーユー様 事報 2007/06/12 6:13印刷 14/15 
 

― 14 ― 

を設け、取締役をリスク管理総括責任者に任命し、

リスク管理の一元化を図ります。 

リスク管理総括責任者は、全社的なリスクの管理

状況を把握し、適宜（緊急の場合は直ちに）社長お

よび必要に応じ取締役会に報告を行うとともに、必

要な対策や予防措置を検討するものといたします。

また、災害を始めとする不測の事態に対しては、別

途規程を定め迅速かつ適切な対応により損失の極小

化を図る体制を整備いたします。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制 

当社は、定例取締役会および必要に応じ臨時取締

役会を開催するほか、原則毎月１回経営会議を開催

し、取締役会に上程する重要案件の事前審議を行う

など、取締役の意思決定および職務執行の効率化を

図ります。 

業務の運営および進捗状況の管理につきましては、

中期経営計画および年度計画（予算）に基づき、各

部門に明確な目標を設定し、取締役会がその進捗管

理を行います。 

 

⑤ 当該株式会社ならびにその親会社および子会社か

らなる企業集団における業務の適正を確保するため

の体制 

当社の社長および取締役は、グループ各社の取締

役を兼務しており、グループ各社の運営を監視・監

督しております。また経営会議において、グループ

各社の情報交換や、グループの経営戦略についての

必要な協議を行っております。 

当社の常勤監査役は、グループ各社の監査役を兼

務しているほか、内部監査室が定期的にグループ各

社を監査するなどグループの業務の適正を確保する

体制を整備いたします。 
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⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこと

を求めた場合における当該使用人に関する事項およ

び当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項 

監査役の職務を補助する組織として監査役会事務

局を設置しており、監査役および監査役会の職務を

補助する職員を他部署との兼務で配置しております。

当該職員の人事考課および人事異動に関しては、監

査役会の意見を聴取することといたします。 

 

⑦ 取締役および使用人が監査役に報告をするための

体制その他の監査役への報告に関する体制 

取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのあ

る事実があることを発見したときは、直ちに監査役

に当該事実を報告いたします。常勤監査役は、取締

役会のほか経営会議など主要な会議に出席し、重要

な意思決定の過程および業務の進捗状況について報

告を受ける体制といたします。また監査役は、業務

執行に係る重要な文書および稟議書などを閲覧し、

必要に応じ取締役または使用人にその説明を求める

ことといたします。 

 

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確

保するための体制 

監査役会は、会計監査人から会計監査についての

説明を受けるとともに、適宜情報の交換を行います。

また内部監査人とも密接な連携を保ち、監査役の監

査の実効性を高めることといたします。 

 

 (2) 剰余金の配当等の決定に関する方針 

当社は定款の定めにより、剰余金の配当金は取締役

会の決議により定めております。 

当社は、安定的かつ継続的な配当を基本とし、財務

体質の強化ならびに今後の成長戦略等を総合的に勘案

して、株主の皆様の期待に応えてまいります。 

この方針のもと当期における期末配当金は、前期に

比べ実質的に20％増配となる７円50銭とし、年間では、

実質的に33％増配となる15円とさせていただきます。 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨て

て表示しております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
 

(平成19年３月31日現在) 
(単位：千円)  

 

資  産  の  部 負  債  の  部 

科     目 金  額 科     目 金  額

 
〔流 動 負 債〕 

支払手形及び買掛金

未払金及び未払費用

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

未決算特別勘定

そ の 他

 

〔固 定 負 債〕 

繰 延 税 金 負 債

役員退職慰労引当金

そ の 他

〔 6,966,465〕

1,524,596

634,511

271,426

258,100

3,647,898

629,932

〔   460,405〕

18,342

354,950

87,113

負 債 合 計 7,426,871

純 資 産 の 部 

 
〔株 主 資 本〕 

(資 本 金)

(資 本 剰 余 金)

(利 益 剰 余 金)

(自 己 株 式)

〔評価・換算差額等〕

(その他有価証券評価差額金)

〔新株予約権〕 

〔20,242,962〕

( 6,321,631)

( 6,439,568)

(12,145,007)

(△4,663,245)

〔  434,090〕

(  434,090)

〔  11,655〕

 
〔流 動 資 産〕 

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

クレジット未収入金

有 価 証 券

た な 卸 資 産

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

 

〔固 定 資 産〕 

(有形固定資産) 

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具・器具・備品

土 地

建 設 仮 勘 定

(無形固定資産) 

(投資その他の資産) 

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

〔13,207,155〕

4,878,041

1,030,696

316,635

110,463

5,947,807

153,504

233,710

538,498

△  2,201

〔14,908,423〕

(11,786,693)

2,692,507

572,308

95,182

8,396,021

30,674

（    67,744)

（ 3,053,985)

1,504,776

289,303

1,263,255

△  3,350 純 資 産 合 計 20,688,707

資 産 合 計 28,115,579 負債・純資産合計 28,115,579
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連 結 損 益 計 算 書 

(平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで)

(単位：千円)  
 

科         目 金      額 

売 上 高 48,257,753

売 上 原 価 39,290,192

売 上 総 利 益 8,967,560

販売費及び一般管理費 6,764,761

営 業 利 益 2,202,798

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 47,238

為 替 差 益 634

受 取 地 代 家 賃 43,918

そ の 他 74,894 166,685

営 業 外 費 用 

支 払 利 息 9,462

賃 貸 資 産 減 価 償 却 費 3,571

賃 貸 資 産 賃 借 料 32,781

そ の 他 1,639 47,455

経 常 利 益 2,322,029

特 別 利 益 

固 定 資 産 売 却 益 10,131

企 業 年 金 制 度 移 行 益 129,451

貸 倒 引 当 金 戻 入 11,273 150,856

特 別 損 失 

投 資 有 価 証 券 評 価 損 312

固 定 資 産 除 却 損 27,898

賃貸借契約中途解約違約金 1,920 30,130

税金等調整前当期純利益 2,442,754

法人税、住民税及び事業税 812,376

法 人 税 等 調 整 額 211,881

当 期 純 利 益 1,418,496
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連結株主資本等変動計算書 

(平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで) 

（単位：千円） 
 

株   主   資   本 
 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成18年３月31日 残高 6,321,631 6,439,568 11,146,468 △5,023,971 18,883,697

連結会計年度中の変動額 

剰余金の配当(注) ― ― △110,929 ― △110,929

剰余金の配当 ― ― △135,844 ― △135,844

当 期 純 利 益 ― ― 1,418,496 ― 1,418,496

自己株式の処分 ― ― △173,184 360,990 187,806

自己株式の取得 ― ― ― △263 △263

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の 
変動額（純額) 

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 998,538 360,726 1,359,265

平成19年３月31日 残高 6,321,631 6,439,568 12,145,007 △4,663,245 20,242,962

 
（単位：千円） 

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日 残高 860,920 860,920 ― 19,744,617

連結会計年度中の変動額 

剰余金の配当(注) ― ― ― △110,929

剰余金の配当 ― ― ― △135,844

当 期 純 利 益 ― ― ― 1,418,496

自己株式の処分 ― ― ― 187,806

自己株式の取得 ― ― ― △263

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の 
変動額（純額) 

△426,830 △426,830 11,655 △415,175

連結会計年度中の変動額合計 △426,830 △426,830 11,655 944,089

平成19年３月31日 残高 434,090 434,090 11,655 20,688,707

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目でありま

す。 
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連 結 注 記 表 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 
 1. 連結の範囲に関する事項 
    連結子会社の数 ３社 
     東名横浜クライスラー株式会社 
     株式会社シュテルン世田谷 
     株式会社モトーレン東名横浜 
 2. 持分法の適用に関する事項 
    該当事項はありません。 
 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 
    連結子会社３社の決算日は、連結決算日と一致しております。 
 4. 会計処理基準に関する事項 
  (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 
  ① 有価証券 
    その他有価証券  
     時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時

価法 (評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均
法により算定） 

     時価のないもの 移動平均法による原価法 
  ② デリバティブ 時価法 
  ③ たな卸資産 
     商  品 
     イ. 新 車 個別法による原価法 
     ロ. 中古車 個別法による低価法 
     原 材 料 移動平均法による原価法 
     仕 掛 品 個別法による原価法 
  (2)固定資産の減価償却の方法 
  ① 有形固定資産 定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取
得した建物（附属設備を除く）につ
いては、定額法を採用しておりま
す。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであ
ります｡ 

  建物及び構築物 ２年～50年
  ② 無形固定資産   
     ソフトウェア 社内における利用可能期間（５年)

による定額法 
  (3) 重要な引当金の計上基準 
  ① 貸倒引当金 
    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

  ② 賞与引当金 
    従業員に対する賞与の支給に備えるため、実際支給見込相当

額を計上しております。 
  ③ 役員退職慰労引当金 
    役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。 
    なお、平成11年７月に役員退職慰労金規程を改定し、改定後

の期間に対応する役員退職慰労金は支払わないことになりまし
た。この改定により改定時の役員に対する役員退職慰労引当金
は、平成11年６月末現在の役員退職慰労金要支給見込額をもっ
て最終残高としており、平成11年７月以降対応分については引
当計上を行っておりません。 
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 5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
    連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価

法を採用しております。 
 6. その他の重要な会計方針 
  (1) リース取引の処理方法 
    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によっております。 

  (2) 消費税等の会計処理 
    税抜方式を採用しております。 
 7. 会計処理の変更 
   (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より､「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準｣（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及
び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用
指針｣（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を
適用しております。 
これまでの資本の部の合計に相当する金額は20,677,052千円

であります。 
(ストック・オプション等に関する会計基準） 
当連結会計年度より､「ストック・オプション等に関する会

計基準｣（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ス
トック・オプション等に関する会計基準の適用指針｣（企業会
計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）を適用しておりま
す。 
これにより、売上総利益が493千円減少し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ11,655千円減少し
ております。 

 8. 追加情報 
当社グループでは、確定拠出金法の施行にともない、平成18

年５月に適格退職年金制度について確定拠出年金制度へ移行し､ 
｢退職給付制度間の移行等に関する会計処理｣（企業会計基準適
用指針第１号）を適用しております。 
本移行にともなう影響額は特別利益として129,451千円計上

されております。 
 

連結貸借対照表関係 
 1. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
 2. 担保に供している資産 

たな卸資産 362,378千円 
 計 362,378千円 
上記物件について、買掛金531,992千円の担保に供しておりま
す。 

 3. 有形固定資産の減価償却累計額 3,905,165千円
 4. 未決算特別勘定の内容 
   未決算特別勘定3,647,898千円は、本社用地の一部が国道16号

線の道路用地として収用されることが決定したため、今後取得予
定の代替資産に充てるために計上しております。 

連結損益計算書関係 
 1. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
連結株主資本等変動計算書関係 
 1. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
 2. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 

 普通株式 23,063,012株
 3. 当連結会計年度末における自己株式の種類及び株式数 

 普通株式 4,932,586株
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 4. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
 

新株予約権の目的となる株式の数（株）
区 分 新株予約権の内訳

新株予約権の
目的となる
株式の種類

前連結
会計年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結
会計年度末

当連結会計
年度末残高
（千円）

平成14年新株予約権
(注）1,2 

普通株式 201,000 201,000 274,000 128,000 ―

平成16年新株予約権
(注）1,2 

普通株式 505,000 505,000 108,000 902,000 ―
提出会社 
(親会社) 

平成18年新株予約権
(注）3 

― ― ― ― ― 11,655

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―
合   計 ― 706,000 706,000 382,000 1,030,000 11,655

 
(注) 1.平成14年新株予約権及び平成16年新株予約権の増加は、平

成18年４月１日に１株を２株に分割したことによるもので
あります。 

2.平成14年新株予約権及び平成16年新株予約権の減少は、新
株予約権の行使によるものであります。 

3.平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来してお
りません。 

 
 5. 配当に関する事項 
  (1) 配当金支払額 
 
（決 議） 株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成18年６月28日 
定 時 株 主 総 会 

普通株式 110,929 12円50銭 平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年11月16日 
取 締 役 会 

普通株式 135,844 ７円50銭 平成18年９月30日 平成18年12月11日

 
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期
となるもの 

 
(決 議) 株式の種類 

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成19年５月24日 
取 締 役 会 

普通株式 135,978 利益剰余金 ７円50銭 平成19年３月31日 平成19年６月28日

 
１株当たり情報 
 1. １株当たり純資産額 1,140円46銭
 2. １株当たり当期純利益 78円51銭
 
退職給付会計 
 1. 採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、平成18年５月に適格退職年金制度から確定拠
出年金制度へ移行いたしました。 

   なお、当社グループは、東京自動車サービス厚生年金基金に加
入しておりますが、当該厚生年金基金制度は、退職給付会計実務
指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残
高のうち、当社グループの掛金拠出割合に基づく当連結会計年度
末の年金資産残高は3,449,405千円であります。 

 2. 退職給付債務に関する事項 
退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行にともなう影響

額は次のとおりであります。 
(1) 退職給付債務の減少 617,242千円
(2) 年金資産の減少 △329,712千円
(3) 未認識数理計算上の差異 △55,812千円
(4) 退職給付引当金の減少 231,718千円

 
また、確定拠出年金制度への資産移管額は101,998千円であり、

４年間で移管する予定であります。なお、当連結会計年度末時点
の未移管額73,849千円は未払金、長期未払金（固定負債「その
他｣）に計上しております。 
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 3. 退職給付費用に関する事項 
(1) 勤務費用 5,278 千円
(2) 利息費用 905 千円
(3) 期待運用収益 △ 232 千円
(4) 数理計算上の差異の費用処理額 2,205 千円
(5) 厚生年金基金への掛金拠出額 119,038 千円
(6) 確定拠出年金への掛金拠出額 84,846 千円
(7) 退職給付費用 212,043 千円
(8) 確定拠出年金制度への移行にともなう利益 △ 129,451 千円
  合 計 82,591 千円
  

 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(2) 割引率 2.0％
(3) 期待運用収益率 1.0％
(4) 数理計算上の差異の処理年数 ５年

 
税効果会計 

 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳 

(1) 繰延税金資産（流動）    

未払事業税  27,619千円

賞与引当金  105,562千円

繰越欠損金  34,918千円

在庫未実現利益  1,463千円

その他  64,145千円

  繰延税金資産（流動）合計  233,710千円
 

(2) 繰延税金資産（固定）    

投資有価証券評価額損  171,781千円

役員退職慰労引当金  144,464千円

営業権償却費  150,337千円

減価償却超過額  49,970千円

固定資産除却損  33,518千円

その他  36,204千円

繰延税金資産（固定）小計  586,276千円

評価性引当金  △14,848千円

繰延税金資産（固定）合計  571,427千円

繰延税金負債との相殺額  △282,123千円

繰延税金資産（固定）純額  289,303千円
 

(3) 繰延税金負債（固定）    

その他有価証券評価差額金  △297,550千円

その他  △2,916千円

繰延税金負債（固定）合計  △300,466千円

繰延税金資産との相殺額  282,123千円

繰延税金負債（固定）純額  △18,342千円
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 

 
平成19年５月23日 

 
株式会社 ケ ー ユ ー 
 
 取 締 役 会   御 中 
 

あ ず さ 監 査 法 人 
 

指定社員
業務執行社員

公認会計士 磯 貝 和 敏 ㊞
指定社員
業務執行社員

公認会計士 酒 井 弘 行 ㊞
指定社員
業務執行社員

公認会計士 山 口 直 志 ㊞
 

 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ケ

ーユーの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度

の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連

結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の

基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算

書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会

計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ケーユー及び

連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及

び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書謄本 
 
 

連結計算書類に係る監査報告書 
 
 当監査役会は、平成18年４月１日から平成19年３月31日までの
第35期事業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）に関して、
各監査役の監査報告に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。 
 
 
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役
から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取
締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。 
 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等
に従い、連結計算書類について取締役及び使用人等から報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」(会社計算規則第159条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該
事業年度に係る連結計算書類について検討いたしました。 
 

 
2. 監査の結果 
 会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当
であると認めます。 

 
 
平成19年５月24日 

株式会社 ケ ー ユ ー 監査役会 
常勤監査役 矢 部 廸 男 ㊞ 

監 査 役 細 野 泰 司 ㊞ 

監 査 役 松 本 洋四郎 ㊞ 
監 査 役 祇 園 義 久 ㊞ 
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貸 借 対 照 表 
 

(平成19年３月31日現在) 
(単位：千円)  

 

資  産  の  部 負  債  の  部 

科     目 金  額 科     目 金  額

 
〔流 動 負 債〕 

買 掛 金

未 払 金

未 払 法 人 税 等

未 払 費 用

前 受 金

預 り 金

前 受 収 益

賞 与 引 当 金

未決算特別勘定

そ の 他

 

〔固 定 負 債〕 

役員退職慰労引当金

受 入 保 証 金

長 期 未 払 金

 

 

 

 

〔 5,025,325〕

735,866

184,921

72,699

104,279

182,287

128,656

2,640

138,100

3,429,592

46,281

〔   442,063〕

354,950

37,880

49,233

負 債 合 計 5,467,388

純 資 産 の 部 

〔株 主 資 本〕 

(資 本 金)

(資 本 剰 余 金)
資 本 準 備 金
(利 益 剰 余 金)
利 益 準 備 金
その他利益剰余金

配当平均積立金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金

(自 己 株 式)

〔評価・換算差額等〕

(その他有価証券評価差額金)

〔新株予約権〕 

〔17,456,998〕

( 6,321,631)

( 6,439,568)
6,439,568

( 9,359,043)
193,690

9,165,352
2,000
4,249
38,500

9,120,603
(△4,663,245)

〔  404,612〕

(  404,612)

〔  11,655〕

 
〔流 動 資 産〕 

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

クレジット未収入金

有 価 証 券

商 品

原 材 料

仕 掛 品

貯 蔵 品

関係会社貸付金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

 

〔固 定 資 産〕 

(有形固定資産) 

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工具・器具・備品

土 地

建 設 仮 勘 定

(無形固定資産) 

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

(投資その他の資産) 

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

出 資 金

長 期 前 払 費 用

敷 金 ・ 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

長 期 未 収 入 金

貸 倒 引 当 金

〔10,819,987〕

3,195,995

582,696

316,635

110,463

2,933,837

39,609

19,084

20,614

3,200,000

98,652

87,831

214,997

△   430

〔12,520,667〕

( 9,737,984)

1,462,948

328,454

49,157

13,822

46,110

7,806,817

30,674

（   35,957)

15,121

20,836

（ 2,746,724)

1,405,889

471,800

31,196

1,790

119,442

578,024

125,699

12,881

3,350

△  3,350 純 資 産 合 計 17,873,266

資 産 合 計 23,340,654 負債・純資産合計 23,340,654
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損 益 計 算 書 

(平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで)

(単位：千円)  
 

科         目 金      額 

売 上 高 22,033,835

売 上 原 価 17,368,405

売 上 総 利 益 4,665,429

販売費及び一般管理費 3,742,351

営 業 利 益 923,078

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 配 当 金 137,235

為 替 差 益 634

受 取 地 代 家 賃 387,602

雑 収 入 30,236 555,708

営 業 外 費 用 

支 払 利 息 2,023

賃 貸 資 産 減 価 償 却 費 75,864

賃 貸 資 産 賃 借 料 165,254

雑 損 失 140 243,283

経 常 利 益 1,235,502

特 別 利 益 

固 定 資 産 売 却 益 10,131

企 業 年 金 制 度 移 行 益 129,451

貸 倒 引 当 金 戻 入 2,960 142,542

特 別 損 失 

投 資 有 価 証 券 評 価 損 312

固 定 資 産 除 却 損 3,975

賃貸借契約中途解約違約金 1,920 6,207

税 引 前 当 期 純 利 益 1,371,837

法人税、住民税及び事業税 432,689

法 人 税 等 調 整 額 118,506

当 期 純 利 益 820,641
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株主資本等変動計算書 

(平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで)

（単位：千円） 
 

株 主 資 本 

資 本 剰 余 金 利益剰余金 
資 本 金

資本準備金
資本剰余金

合 計
利益準備金

平成18年３月31日 残高 6,321,631 6,439,568 6,439,568 193,690

事 業 年 度 中 の 変 動 額 

剰余金の配当(注) ― ― ― ―

剰余金の配当 ― ― ― ―

当 期 純 利 益 ― ― ― ―

自己株式の処分 ― ― ― ―

自己株式の取得 ― ― ― ―

固定資産圧縮積

立 金 の 積 立 
― ― ― ―

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の 
変 動 額 （純額) 

― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ―

平成19年３月31日 残高 6,321,631 6,439,568 6,439,568 193,690

（単位：千円） 
 

株 主 資 本 

利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金 
 

配当平均

積 立 金

固 定 資 産

圧縮積立金

別 途

積立金

繰越利益

剰 余 金

利益剰余

金 合 計

自己株式
株主資本

合 計

平成18年３月31日 残高 2,000 ― 38,500 8,724,169 8,958,360 △5,023,971 16,695,588

事業年度中の変動額 

剰余金の配当(注) ― ― ― △110,929 △110,929 ― △110,929

剰余金の配当 ― ― ― △135,844 △135,844 ― △135,844

当 期 純 利 益 ― ― ― 820,641 820,641 ― 820,641

自己株式の処分 ― ― ― △173,184 △173,184 360,990 187,806

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △263 △263

固定資産圧縮 

積立金の積立 
― 4,249 ― △4,249 ― ― ―

株主資本以外の 

項目の事業年度中 

の変動額（純額) 

― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 ― 4,249 ― 396,434 400,683 360,726 761,409

平成19年３月31日残高 2,000 4,249 38,500 9,120,603 9,359,043 △4,663,245 17,456,998

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目でありま
す。 



〆≠●0 
02_0179301301906.doc 
㈱ケーユー様 事報 2007/06/12 6:13印刷 13/20 

― 28 ― 

 
（単位：千円） 

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券

評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日 残高 835,531 835,531 ― 17,531,120

事 業 年 度 中 の 変 動 額 

剰余金の配当(注) ― ― ― △110,929

剰余金の配当 ― ― ― △135,844

当 期 純 利 益 ― ― ― 820,641

自己株式の処分 ― ― ― 187,806

自己株式の取得 ― ― ― △263

固定資産圧縮 

積立金の積立 
― ― ― ―

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の 
変 動 額 （純額) 

△430,918 △430,918 11,655 △419,263

事業年度中の変動額合計 △430,918 △430,918 11,655 342,145

平成19年３月31日 残高 404,612 404,612 11,655 17,873,266

  
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目でありま

す。 
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個 別 注 記 表 
 
重要な会計方針 
 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 
  (1) 子会社株式 移動平均法による原価法 
  (2) その他有価証券  
     時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法に
より算定） 

     時価のないもの 移動平均法による原価法 
 2. デリバティブ 時価法 
 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法 
  (1) 商  品 
    イ. 新 車 個別法による原価法 
    ロ. 中古車 個別法による低価法 
  (2) 原 材 料 移動平均法による原価法 
  (3) 仕 掛 品 個別法による原価法 
 4. 固定資産の減価償却の方法 
  (1) 有形固定資産 定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取
得した建物（附属設備を除く）につ
いては、定額法を採用しておりま
す。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであ
ります｡ 

  建物 ２年～50年
  構築物 ２年～40年
  (2) 無形固定資産 
    ソフトウェア 

 
社内における利用可能期間（５年)
による定額法 

 5. 重要な引当金の計上基準 
  (1) 貸倒引当金 
    期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。 

  (2) 賞与引当金 
    従業員に対する賞与の支給に備えるため、実際支給見込相当

額を計上しております。 
  (3) 役員退職慰労引当金 
    役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 
    なお、平成11年７月に役員退職慰労金規程を改定し、改定後

の期間に対応する役員退職慰労金は支払わないことになりまし
た。この改定により改定時の役員に対する役員退職慰労引当金
は、平成11年６月末現在の役員退職慰労金要支給見込額をもっ
て最終残高としており、平成11年７月以降対応分については引
当計上を行っておりません。 

 
 6. その他の重要な会計方針 
  (1) リース取引の処理方法 
    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によっております。 

  (2) 消費税等の会計処理 
    税抜方式を採用しております。 
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 7. 会計方針の変更 
   (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より､「貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準｣（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び 
｢貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指
針｣（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適
用しております。 
これまでの資本の部の合計に相当する金額は17,861,611千円

であります。 
(ストック・オプション等に関する会計基準） 
当事業年度より､「ストック・オプション等に関する会計基

準｣（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストッ
ク・オプション等に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基
準適用指針第11号 平成18年５月31日）を適用しております。 
これにより、売上総利益が493千円減少し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益がそれぞれ11,655千円減少しており
ます。 

 8. 追加情報 
当社では、確定拠出金法の施行にともない、平成18年５月に

適格退職年金制度について確定拠出年金制度へ移行し､ ｢退職
給付制度間の移行等に関する会計処理｣（企業会計基準適用指
針第１号）を適用しております。 
本移行にともなう影響額は特別利益として129,451千円計上さ

れております。 
 
貸借対照表関係 
 1. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
 2. 関係会社に対する債権・債務 
  (1) 短期金銭債権 3,235,059千円
  (2) 短期金銭債務 62,807千円
 3. 有形固定資産の減価償却累計額 3,527,366千円
 4. 偶発債務 
  (1) 関係会社（東名横浜クライスラー株式会社、株式会社シュテ

ルン世田谷、株式会社モトーレン東名横浜）の仕入債務に対す 
   る債務保証 418,347千円
  (2) 関係会社（株式会社モトーレン東名横浜）のリース債務に対 
   する債務保証 4,148千円
 5. 未決算特別勘定の内容 
   未決算特別勘定3,429,592千円は、本社用地の一部が国道16号

線の道路用地として収用されることが決定したため、今後取得予
定の代替資産に充てるために計上しております。 

 
損益計算書関係 
 1. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
 2. 関係会社との取引高 
  (1) 関係会社に対する売上高 526,982千円
  (2) 関係会社からの仕入高 670,180千円
  (3) 営業取引以外の取引高 457,870千円
 
株主資本等変動計算書関係 
 1. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
 2. 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

 普通株式 4,932,586株
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税効果会計 
 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(1) 繰延税金資産（流動） 
   未払事業税 10,432千円
   賞与引当金 56,206千円
   そ の 他 21,192千円
  繰延税金資産（流動）合計 87,831千円 
(2) 繰延税金資産（固定） 
   投資有価証券評価損 168,573千円
   役員退職慰労引当金 144,464千円
   減価償却超過額 49,970千円
   固定資産除却損 23,761千円
   そ の 他 33,332千円
  繰延税金資産（固定）小計 420,101千円
   評価性引当金 △14,848千円
  繰延税金資産（固定）合計 405,253千円
(3) 繰延税金負債（固定） 
   その他有価証券評価差額金 
   そ の 他 

△276,636
△2,916

千円
千円

  繰延税金負債（固定）合計 △279,553千円
繰延税金資産（固定）の純額 125,699千円

 
リースにより使用する固定資産 
1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末
残高相当額 

 

 
取得価額相当額

（千円)
減価償却累計額相当額

（千円)
期末残高相当額

（千円)
工具・器具・備品 6,445 4,636 1,808
ソフトウェア 30,000 5,833 24,166
合    計 36,445 10,469 25,975

 
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定して
おります。 

2. 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 5,883千円
１年超 20,091千円
 合計 25,975千円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有
形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法
により算定しております。 

 
関連当事者との取引 
1. 役員及び個人主要株主等 

関係内容

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又は
出 資 金

(千円)

事業内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

役員の
兼任等

事業上の
関 係

取引の
内 容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役 員 井上久尚 ― ―
当 社
取締役

(被所有)
直接0.8

― ―
土地の賃借

(注)２
3,996前払費用 333

役員の 
近親者 

井上種家 ― ―
当社取締役
井上 勇の
近 親 者

― ― ―
土地の購入

(注)３
30,964 ― ―

(注) 1.取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 
2.土地の賃借料は、不動産鑑定士の鑑定評価に基づき決定してお

ります。 
3.土地の購入金額は、不動産鑑定士の鑑定評価に基づき決定して

おります。 
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2. 子会社及び関連会社等 
関係内容

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金又は
出  資  金

(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内 容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

貸付金
(注)３

1,150,000 貸付金 1,000,000

貸付金利息
(注)３

3,370未収収益 128

土地建物の
賃貸(注)２

246,293未収収益 9,746

株式会社 
シュテルン 
世 田 谷 

東京都
町田市 

355,000 小売業
(所有)

直接100.0
兼任
３名

資金の
貸 付

配当金 69,793 -- ―

貸付金
(注)３

100,000 貸付金 2,200,000

貸付金利息
(注)３

19,423未収収益 2,223

子会社 

株式会社 
モトーレン 
東名横浜 

東京都
町田市 

50,000 小売業
(所有)

直接100.0
兼任
４名

資金の
貸 付

土地建物の
賃貸(注)２

95,590 ― ―

 
(注) 1.取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

2.土地建物の賃貸料は、不動産鑑定士の評価に基づき決定してお
ります。 

3.資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決
定しており、担保は受け入れておりません。 

 
１株当たり情報 
 1. １株当たり純資産額 985円17銭
 2. １株当たり当期純利益 45円42銭
 
退職給付会計 
 1. 採用している退職給付制度の概要 
   当社は、平成18年５月に適格退職年金制度から確定拠出年金制

度へ移行いたしました。 
   なお、当社は、東京自動車サービス厚生年金基金に加入してお

りますが、当該厚生年金基金制度は、退職給付会計実務指針33項
の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち、
当社の掛金拠出割合に基づく期末の年金資産残高は1,671,260千
円であります。 

 2. 退職給付債務に関する事項 
退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行にともなう影響

額は次のとおりであります。 
(1) 退職給付債務の減少 617,242千円
(2) 年金資産の減少 △329,712千円
(3) 未認識数理計算上の差異 △55,812千円
(4) 退職給付引当金の減少 231,718千円
また、確定拠出年金制度への資産移管額は101,998千円であり、

４年間で移管する予定であります。なお、当事業年度末時点の未
移管額73,849千円は未払金、長期未払金に計上しております。 

 
 3. 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 5,278千円
(2) 利息費用 905千円
(3) 期待運用収益 △232千円
(4) 数理計算上の差異の費用処理額 2,205千円
(5) 厚生年金基金への掛金拠出額 58,592千円
(6) 確定拠出年金への掛金拠出額 42,256千円
(7) 退職給付費用 109,006千円
(8) 確定拠出年金制度への移行にともなう利益 △129,451千円
 合 計 △20,444千円
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 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(2) 割引率 2.0％
(3) 期待運用収益率 1.0％
(4) 数理計算上の差異の処理年数 ５年
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会計監査人の監査報告書謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 

 
平成19年５月23日 

 
株式会社 ケ ー ユ ー 
 
 取 締 役 会   御 中 
 

あ ず さ 監 査 法 人 
 

指定社員
業務執行社員

公認会計士 磯 貝 和 敏 ㊞
指定社員
業務執行社員

公認会計士 酒 井 弘 行 ㊞
指定社員
業務執行社員

公認会計士 山 口 直 志 ㊞
 

 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式

会社ケーユーの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第35期

事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行

った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の

基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類

及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保

証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営

者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計

算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。 

 
以 上 
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監査役会の監査報告書謄本 
 
 

監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第35
期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役の監査報告に基
づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。 
 
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から
監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及
び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。 
 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監
査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の
使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に
努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及
び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なも
のとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の
整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしま
した。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその
附属明細書について検討いたしました。 
 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査
を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」(会社計算規則第159条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」 (平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係
る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。 

 
2. 監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 
 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、

会社の状況を正しく示しているものと認めます。 
 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしく

は定款に違反する重大な事実は認められません。 
 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当で

あると認めます。また、当該内部統制システムに関する取
締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
  会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 
  

平成19年５月24日 

株式会社 ケ ー ユ ー 監査役会 
常勤監査役 矢 部 廸 男 ㊞ 
監 査 役 細 野 泰 司 ㊞ 
監 査 役 松 本 洋四郎 ㊞ 
監 査 役 祇 園 義 久 ㊞ 

 
以 上 



〆≠●0 
03_0179301301906.doc 
㈱ケーユー様 事報 2007/06/12 6:13印刷 1/3 
 

― 36 ― 

 

株 主 メ モ 
 

 

決 算 期 ３月31日 

定時株主総会 ６月 

基 準 日 ３月31日 

その他必要あるときはあらかじめ公告して

定める一定の日 

配 当 金 受 領
株 主 確 定 日

 
３月31日（中間配当を行うときは９月30日)

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

同事務取扱所

(郵便物送付先 
お 問 合 せ 先 )

 
 

 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

電話 0120-232-711（フリーダイヤル) 

同 取 次 所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

公 告 方 法 電子公告 

但し、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができな

い場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
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